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国　税／�8月分源泉所得税の納付� 9月10日
国　税／�7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 10月1日
国　税／�1月決算法人の中間申告� 10月1日
国　税／�10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 10月1日

9 2012（平成24年）

捜査特別報奨金制度　都道府県警察が捜査を行っている事件のうち警察庁が特に指定し
たものに関し、その事件の検挙に結び付く有力な情報提供者に国費より報奨金を支払う制
度。報奨金は原則、上限300万円ですが、凶悪事件などでは1,000万円まで増額されます。なお、
報奨金は、懸賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期返戻金と同様に一時所得となります。
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9月号─2

　

雇
用
保
険
の
基
本
手
当
の
受
給
期

間
（
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
期
間
）
は
、
原
則
と
し

て
離
職
の
日
の
翌
日
か
ら
一
年
間
で

す
が
、
離
職
理
由
が
定
年
等
の
場
合

は
、
受
給
期
間
が
最
大
で
一
年
間
延

長
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

受
給
期
間
の
延
長
を
希
望
す

る
場
合

　

基
本
手
当
は
一
年
間
の
受
給
期
間

が
経
過
し
て
し
ま
う
と
、
た
と
え
所

定
給
付
日
数
が
残
っ
て
い
て
も
、
そ

の
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当
は

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
受
給
資
格
に
か
か
る
離

職
が
六
〇
歳
以
上
の
定
年
に
達
し
た

者
ま
た
は
六
〇
歳
以
上
の
定
年
に
達

し
た
後
再
雇
用
等
に
よ
り
一
定
期
限

ま
で
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

期
限
が
到
来
し
た
者
が
、
離
職
後
一

定
期
間
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ

と
を
希
望
す
る
場
合
は
、
受
給
期
間

を
一
年
間
延
長
す
る
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
は
、
資
格
喪
失
日
か
ら
二
カ

月
以
内
（
期
限
厳
守
）
に
、「
受
給

期
間
延
長
申
請
書
」（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
置
い
て
あ
り
ま
す
）
に
離
職
票

―
1
、
離
職
票
―
2
、
認
印
等
を
持

参
し
て
、
住
所
地
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

で
行
い
ま
す
が
（
郵
送
可
）、
高
年

齢
雇
用
継
続
給
付
の
延
長
申
請
（
用

紙
は
同
じ
）
も
一
緒
に
提
出
す
る
と

よ
い
で
し
ょ
う
。

延
長
申
請
を
し
た
場
合

　

こ
の
場
合
は
、
基
本
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、「
特
別
支
給
の
老

齢
厚
生
年
金
」（
以
下
「
年
金
」
と
い

う
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
年
金
の
裁

定
請
求
は
、
基
本
手
当
の
受
給
如
何

に
か
か
わ
ら
ず
、
六
〇
歳
に
な
っ
た

ら
速
や
か
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し

ょ
う
。

　

な
お
、
老
齢
に
関
す
る
年
金
は
、

原
則
的
に
は
六
五
歳
支
給
開
始
で
す

が
、
当
分
の
間
、
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
（
原
則
と

し
て
、
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金

な
ど
公
的
年
金
に
加
入
し
た
期
間
が

二
五
年
以
上
あ
る
こ
と
）、厚
生
年
金

保
険
に
加
入
し
た
期
間
が
一
年
以
上

あ
る
者
が
六
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
に

は
、
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
た
期

間
に
応
じ
て
、六
四
歳
ま
で
年
金（
報

酬
比
例
部
分
の
年
金
額
と
定
額
部
分

の
年
金
額
を
合
計
し
た
額
に
、
要
件

を
満
た
し
た
者
に
は
加
給
年
金
額
が

加
算
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
こ
の
う

ち
定
額
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
が
、

段
階
的
に
引
上
げ
ら
れ
報
酬
比
例
相

当
額
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

求
職
活
動
を
始
め
る
と
き

　

求
職
活
動
を
始
め
る
と
き
は
、
通

常
ど
お
り
、
ま
ず
住
所
地
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
行
き
、
求
職
の
申
込
み
を

し
た
う
え
、
離
職
票
を
提
出
し
て
受

給
資
格
の
決
定
を
受
け
ま
す
。
ち
な

み
に
、
定
年
等
に
よ
る
離
職
の
場
合

は
、
給
付
制
限
（
三
カ
月
）
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
基
本
手
当
は
一
カ
月

前
後
で
受
給
者
指
定
の
金
融
機
関
に

振
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

求
職
の
申
込
み
を
す
る
と
、
そ
れ

ま
で
支
給
さ
れ
て
い
た
年
金
は
全
額

支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。
支
給
停
止

期
間
は
、
受
給
資
格
者
が
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
に
求
職
の
申
込
み
を
し
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
基
本
手
当
の

所
定
給
付
日
数
が
満
了
す
る
月
ま
で

等
の
間
で
、
こ
の
期
間
に
は
、
待
期

期
間
ま
た
は
一
日
で
も
基
本
手
当
を

受
給
し
た
日
が
あ
れ
ば
そ
の
日
も
含

ま
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
ず
か
一
日

の
基
本
手
当
を
受
給
し
た
だ
け
で
一

カ
月
分
の
年
金
額
が
支
給
停
止
と
な

り
ま
す
の
で
留
意
が
必
要
で
す
。

年
金
の
精
算

　

就
職
し
た
と
き
、
基
本
手
当
の
所

定
給
付
日
数
を
受
け
終
わ
っ
た
と
き

あ
る
い
は
受
給
期
間
が
満
了
し
た
と

き
は
、
そ
れ
ま
で
支
給
停
止
さ
れ
て

い
た
年
金
の
支
給
停
止
解
除
期
間
の

事
後
精
算
が
行
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

実
際
に
精
算
が
行
わ
れ
る
の
は
、
計

丨 

定
年
等
に
よ
る
場
合 

丨

受
給 

■
　 の

■
　 期
間 

■
延
長



3─9月号

算
の
結
果
が
プ
ラ
ス
に
な
る
（
年
金

が
返
っ
て
く
る
）
場
合
の
み
で
、
マ

イ
ナ
ス
に
な
っ
た
場
合
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
。

　

支
給
停
止
解
除
月
数
は
、
次
の
計

算
式
か
ら
求
め
ま
す
。

　

支
給
停
止
解
除
月
数
＝
実
際
の
年

金
支
給
停
止
月
数

−

（
基
本
手
当
の

支
給
対
象
と
な
っ
た
日
数
÷
三
〇

日
）*（ 

）内
の
計
算
を
行
っ
た
結
果

一
カ
月
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と

き
は
一
カ
月
に
切
り
上
げ
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
受
給
権
者
が
基
本
手

当
を
受
け
た
と
み
な
さ
れ
る
日
が
一

日
も
な
い
月
は
、
年
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

一
定
の
基
本
手
当
を
残
し
て

再
就
職
す
る
場
合

　

こ
の
場
合
は
、
基
本
手
当
の
支
給

残
日
数
に
よ
り
、
⑴
高
年
齢
雇
用
継

続
給
付
か
⑵
再
就
職
手
当
が
支
給
さ

れ
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
か
を
選
択
し

ま
す
。

⑴　

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付

　

高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
に
は
、
①

高
年
齢
雇
用
継
続
基
本
給
付
金
と
②

高
年
齢
再
就
職
給
付
金
の
二
つ
が
あ

り
、
①
は
基
本
手
当
を
受
給
し
な
い

で
就
労
す
る
者
に
対
し
て
、
②
は
一

定
の
基
本
手
当
を
受
給
後
再
就
職
し

た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
給
付
金

で
す
。

　

支
給
期
間
は
、
①
は
六
〇
歳
に
達

し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
六
五
歳
に

達
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
、

つ
ま
り
最
長
で
五
年
間
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
②
は
一
年
間
（
支
給
残
日

数
が
一
〇
〇
日
以
上
二
〇
〇
日
未
満

の
と
き
）
で
、
支
給
額
は
、
賃
金
の

低
下
率
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
て
、

最
大
で
再
就
職
後
の
賃
金
額
の
一
五

％
で
す
。

⑵　

再
就
職
手
当

　

再
就
職
手
当
は
、
基
本
手
当
の
支

給
残
日
数
が
三
分
の
一
以
上
あ
る
受

給
資
格
者
（
基
本
手
当
を
受
け
ら
れ

る
資
格
の
あ
る
者
）
が
安
定
し
た
職

業
に
就
い
た
場
合
等
の
要
件
を
満
た

し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、

支
給
額
は
、
基
本
手
当
日
額
に
支
給

残
日
数
を
掛
け
た
額
の
五
〇
％
（
支

給
残
日
数
が
所
定
給
付
日
数
の
三
分

の
二
以
上
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
六

〇
％
）
相
当
額
で
す
。

就
職
後
に
お
け
る
給
与
と
年

金
額
と
の
調
整

1　

厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い

な
い
会
社
で
働
く
か
ま
た
は
社
会

保
険
の
被
保
険
者
に
な
れ
な
い
と

き
　

給
与
と
年
金
と
の
調
整
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、年
金
は
全
額
支
給
、

さ
ら
に
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
の

支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、

そ
れ
も
支
給
さ
れ
ま
す
。

2　

厚
生
年
金
保
険
に
加
入
す
る
と

き
　

六
〇
歳
以
後
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
と
し
て
働
く
場
合
は
、

在
職
支
給
停
止
の
し
く
み
に
よ
り

年
金
額
が
減
額
ま
た
は
不
支
給
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
高
年
齢
雇

用
継
続
給
付
は
支
給
要
件
を
満
た

し
て
い
れ
ば
給
付
は
行
わ
れ
ま
す

が
、
年
金
額
は
さ
ら
に
減
額
さ
れ

ま
す
。

再
就
職
手
当
を
受
給
後
、
再
び

受
給
期
間
内
に
離
職
し
た
と
き

　

再
就
職
手
当
を
受
け
て
就
職
し
、

受
給
資
格
を
満
た
せ
ず
（
雇
用
保
険

の
一
般
被
保
険
者
と
し
て
加
入
し
た

期
間
が
十
二
カ
月
未
満
）
再
び
離
職

し
た
場
合
、
そ
の
受
給
期
間
内
で
あ

れ
ば
、
残
り
の
基
本
手
当
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
再
就
職
に
際
し
、
再
就

職
手
当
を
受
給
し
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
日
数
分
は
基
本
手
当
が
支
給
さ

れ
た
も
の
と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
の
再
就
職
手
当
の
支
給
日

数
分
の
計
算
は
、
再
就
職
手
当
の
支

給
額
を
基
本
手
当
日
額
で
割
っ
た
日

数
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
再
就
職
後
の
雇
用
保
険
の

加
入
期
間
が
十
二
カ
月
以
上
あ
る
場

合
は
、
再
就
職
前
の
残
り
の
基
本
手

当
の
受
給
権
は
消
滅
し
ま
す
が
、
新

た
な
受
給
資
格
に
基
づ
く
基
本
手
当

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支

給
を
希
望
す
る
と
き

　

六
五
歳
か
ら
支
給
さ
れ
る
老
齢
基

礎
年
金
を
六
〇
歳
か
ら
繰
上
げ
て
受

け
た
い
と
き
は
、
い
つ
で
も
請
求
す

る
こ
と
に
よ
り
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
特
別
支
給
の

老
齢
厚
生
年
金
も
一
緒
に
受
け
ら
れ

ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
は
生
涯
に

わ
た
り
最
大
で
三
〇
％
減
額
さ
れ
る

等
デ
メ
リ
ッ
ト
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
基
本
手
当
と
繰
上
げ
支

給
の
老
齢
基
礎
年
金
は
一
緒
に
受
け

ら
れ
ま
す
が
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚

生
年
金
は
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
の

で
、
留
意
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。



9月号─4

　健康保険被保険者証の裏面に「臓
器提供に関する意思表示」欄があり

ますが、これについて教えて下さい。

　臓器摘出の要件及び臓器摘出にか
かる脳死判定の要件等にかかる臓器

の移植に関する法律の改正を踏まえ協会け
んぽにおいても健康保険証の裏面に臓器提
供意思表示欄を設けています。
　移植手術に使用するために臓器を摘出す
ることができるのは、①本人の書面による
臓器提供の意思表示があった場合であっ
て、遺族がこれを拒まないときか遺族がな
いとき、または②本人の臓器提供の意思が
不明であって、遺族がこれを書面により承
諾するときのいずれかに該当する場合に限
られます。
　この意思表示は、意思表示欄に記入する
ことにより行いますが、15歳以上の者が

臓器を提供する旨を記入した場合は有効、
反対に臓器を提供しない旨の意思表示は年
齢にかかわらず有効となります。
　なお、臓器を提供する旨の意思表示を記
入した者で、意思表示欄に記載がない心臓
弁、皮膚、血管、骨等の組織の提供も希望
する者は、特記欄またはその他に「すべて」
あるいは「皮膚」等から選択して記入でき
ます。また、特記欄または余白に「親族優先」
と記入すれば、親族への提供が優先されま
す。
　意思表示欄を記入した場合、意思表示欄
保護シール（個人情報保護シール）を貼付
するか、またはそのままでも使用すること
ができますが、この保護シールは一度はが
すと再び貼付できませんので、記入内容を
変更したい場合は（いつでも可）、健康保
険証の再交付を受けて変更後の意思を記入
するか二重線を引きます。
　意思表示の内容については、保険者によ
り異なることがありますので、所持してい
る被保険者証を確認して下さい。

　労働者が、使用者（上司等）の明白な残
業の指示により、または使用者の具体的に
指示した仕事が、客観的にみて正規の勤務
時間内にはできないと認められる場合のよ
うに、超過勤務の黙示の指示によって法定
労働時間を超えて勤務した場合は時間外労
働となり、割増賃金を支払わなければなり
ません。
　また、使用者の明白な残業の指示がない
にもかかわらず、自発的に時間外労働等を
行っている場合であっても、使用者が、そ
れを知っていながら黙認していた場合は、
自発的残業を容認したこととなり（使用者
の指揮監督下における労働とみなされま
す）時間外労働となります。
　このような自発的な残業を認めたくなけ
れば、就業規則等に、残業する際には、そ
の都度、使用者の許可を必要とする旨の定
めをしたり、即座に残業をやめさせるなど
の方法をとる必要があるでしょう。

　
介
護
保
険
料
は
四
〇
歳
か
ら
六
四

歳
ま
で
の
間
、
医
療
保
険
料
と
一
緒

に
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　
被
保
険
者
が
四
〇
歳
に
な
り
介
護

保
険
の
第
二
号
被
保
険
者
の
資
格
を

取
得（
手
続
き
は
不
要
）す
る
の
は
、

誕
生
日
の
前
日
の
属
す
る
月
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
四
〇
歳
の
誕
生
日

が
九
月
一
日
の
者
の
場
合
は
、
資
格

取
得
日
が
八
月
三
十
一
日
と
な
り
、

保
険
料
は
八
月
分
か
ら
徴
収
さ
れ
ま

す
。

　
同
様
に
六
五
歳
の
誕
生
日
が
九
月

一
日
の
者
は
、
八
月
に
第
二
号
被
保

険
者
か
ら
第
一
号
被
保
険
者
に
変
わ

り
、
医
療
保
険
料
は
現
在
属
し
て
い

る
医
療
保
険
か
ら
、介
護
保
険
料
は
、

年
金
額
が
一
八
万
円
以
上
の
場
合
は

年
金
か
ら
控
除
（
特
別
徴
収
）、

一
八
万
円
未
満
の
場
合
は
納
付
書
に

よ
る
普
通
徴
収
と
な
り
、
口
座
振
替

等
に
よ
る
納
付
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

Q

A

臓器提供に関する意思表示

黙示の指示による労働時間
介
護
保
険
料
の
徴
収
月


